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   平成２４年９月３日（１） 

開議 １０時１５分 

○議長 磯永優二君 

 皆さん、おはようございます。只今の出席議員は１５名であります。 

 それでは、これより平成２４年度第４回豊前市議会定例会を開会し、直ちに本日の会

議を開きます。 

 日程第１ 会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

本定例会の会期は、議会運営委員会での協議のとおり、本日から今月２４日までの２２

日間といたしますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって会期は、２２日間と決定いたしました。 

 続きまして、日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において、３番 安江千賀夫

議員、１２番 宮田精一議員を指名いたします。 

 日程第３ 諸般の報告をいたします。 

監査委員より、平成２４年５月分から７月分までの出納例月検査の報告が届いておりま

す。各報告書につきましては、事務局に保管しておりますので、ご了承願います。 

 日程第４ 議案の上程を行い、提案理由の説明を受けることにいたします。 

今定例会には、市長から議案１６件、報告６件が提出されております。これを一括上程

し、議題といたします。 

 それでは、市長に提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長 釜井健介君 

 本日ここに、平成２４年第４回豊前市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各

位には、公私ともにご多用のところ、ご臨席を賜り、誠にありがとうございます。厚く

お礼を申し上げます。 

 本議会に提案いたしました議案は、条例案件３件、予算案件１件、決算案件１０件、

その他の案件２件、報告案件６件の合計２２件であります。 

 それでは、議案の順序により、ご説明を申し上げます。 

 議案第５９号は、豊前市観光開発基金条例の一部改正についてであります。豊前市語

らいの館の名称の見直しに伴い、関係規定を整備する案件であります。 

 議案第６０号は、豊前市語らいの館の設置及び管理に関する条例の一部改正について

であります。豊前市語らいの館の名称の見直しに伴い、関係規定を整備する案件であり

ます。 
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 議案第６１号は、すこやか赤ちゃん出産祝金条例の廃止についてであります。 

尐子化対策を総合的に推進する中で、多子世帯の経済的負担の軽減を図る目的で、新た

な施策を実施することとするため、本条例を廃止する案件であります。 

 議案第６２号は、豊前市道路線の認定についてであります。道路法第８条第１項の規

定に基づき、豊前市道路線を認定するにあたり、同法第８条第２項の規定により、市議

会の議決を求める案件であります。 

 議案第６３号は、公有水面埋立てについてであります。公有水面埋立法第３条第１項

の規定により、福岡県知事から意見を求められたので、意見を述べるについて、同条第

４項の規定により、議会の議決を求める案件であります。 

 議案第６４号は、平成２４年度豊前市一般会計補正予算第１号であります。 

今回の補正予算は、市政運営上、緊急に必要とされる経費等について、所要の措置をい

たしたところであります。その補正額は、２億７７３万１０００円で、補正後の予算総

額は、１１８億１５４３万１０００円であります。 

 歳出の目的別補正の概要について、ご説明申し上げます。 

２款総務費に、１７６１万５０００円の補正であります。その主なものは、地上デジ

タルテレビ放送受信施設整備補助金７８３万円、再生可能エネルギー発電設備導入促進

事業４９６万１０００円、豊前市定住促進補助金３６０万円の補正であります。 

３款民生費に、児童手当システム改修委託料３６７万５０００円の補正であります。 

４款衛生費に、住環境改善事業１２０万円の補正であります。 

６款農林水産業費に、１５１４万１０００円の補正であります。その主なものは、農

業振興費３９５万円、農地費２００万円、林業振興費６１１万５０００円、漁港管理費

４３０万円の補正であります。 

７款商工費に、豊前温泉天狗の湯休憩所改修事業６０６万円の補正であります。 

８款土木費に、２８０４万円の補正であります。その主なものは、道路維持費８５４

万円、道路新設改良費１５００万円、河川総務費４５０万円を補正するものであります。 

１０款教育費に宇島公民館駐車場整備工事４７０万円の補正であります。 

１１款災害復旧費に１億３１３０万円の補正であります。その主なものは、７月に発

生した九州北部豪雨に伴う農林水産施設災害復旧費７２３０万円、土木施設災害普及費

３０４０万円、３月に発生した上町南団地火災に伴う住宅災害復旧費２８６０万円を、

それぞれ補正するものであります。 

 この補正予算の財源は、歳出補正に伴う、国県支出金等の特定財源のほか、一般財源

として平成２３年度繰越金を、それぞれ措置いたしたところであります。 

 議案第６５号から７４号までは、平成２３年度の決算の認定に関する議案であります。

同議案に係る一般会計のほか、６特別会計の主要施策の概要及び成果等につきましては、
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別冊に記述のとおりでありますので関係の説明は省略させて頂き、会計別の決算等につ

いて、そのあらましを申し上げます。 

 議案第６５号 豊前市一般会計の最終予算額は、１２６億４７５４万５０００円であ

ります。これに対し、歳入決算額は１１６億３０１９万２４５４円で、予算に対する収

入率は９２．０％、歳出決算額は１１３億７２７８万６０８０円で、対予算の執行率は

８９．９％、歳入歳出差引２億５７４０万６３７４円の形式黒字となっておりますが、

翌年度への繰越財源を差し引きした実質収支額は、２億１６６６万５３７４円の黒字決

算となっております。このうち、１億２０００万円は、地方自治法第２３３条の２及び

財政調整基金条例第２条の規定に基づき、積立をいたしております。 

 議案第６６号 豊前市国民健康保険事業特別会計の最終予算額は、３８億４８８９万

７０００円であります。これに対し、歳入決算額は、３７億４０５５万３８６５円で、

予算に対する収入率は９７．２％、歳出決算額は、３４億２０７０万４４３９円で、対

予算の執行率は、８８．９％、歳入歳出差引３億１９８４万９４２６円の黒字で、翌年

度繰越金となっております。 

 議案第６７号 豊前市後期高齢者医療事業特別会計の最終予算額は、４億２１９１万

９０００円であります。これに対し、歳入決算額は、３億９１９８万９０４８円で、予

算に対する収入率は９２．９％、歳出決算額は、３億８０１７万２２４８円で、対予算

の執行率は９１．１％、歳入歳出差引１１８１万６８００円の黒字で、翌年度繰越金と

なっております。 

 議案第６８号 豊前市住宅新築資金等貸付事業特別会計の最終予算額は、３７６８万

４０００円であります。これに対し、歳入決算額は４７５万２８６０円で、予算に対す

る収入率は１２．６％、歳出決算額は３７０６万１９４５円で、対予算の執行率は９８．

３％、歳入歳出差引３２３０万９０８５円の歳入不足となっておりますので、翌年度よ

り繰上充用いたしております。 

 議案第６９号 豊前市営駐車場事業特別会計の最終予算額は、９１０万円であります。

これに対し、歳入決算額は９６８万６７５６円で、予算に対する収入率は、１０６．４％、

歳出決算額は７７７万４８６６円で、対予算の執行率は８５．４％、歳入歳出差引１９

１万１８９０円の黒字で、翌年度繰越金となっております。 

 議案第７０号 豊前市バス事業特別会計の最終予算額は、３６３９万７０００円であ

ります。これに対し、歳入決算額は３５９６万８５７８円で、予算に対する収入率は９

８．８％、歳出決算額は３５９６万８５７８円で、対予算の執行率は９８．８％で、歳

入歳出は同額となっております。 

 議案第７１号 豊前市工業団地造成事業特別会計の最終予算額は、７８２万７０００

円であります。これに対し、歳入決算額は３０６万７９２０円で、予算に対する収入率
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は、３９．２％、歳出決算額は３０６万７９２０円で、対予算の執行率は、３９．２％

で、歳入歳出は同額となっております。 

 議案第７２号 豊前市水道事業会計の平成２３年度の決算は、収益的収支では、収入

５億２５２４万７３７円に対し、支出５億３２５万４２９０円であり、消費税を除いた

当年度純利益は、１８５６万３７９７円となっております。なお営業外収入につきまし

ては、当年度他会計補助金及び業務受託収益による収益であります。 

また資本的収支では、収入８５６５万９５９０円に対し、支出１億８３３９万８５３

３円であり、差引９７７３万８９４３円の不足が生じておりますが、この不足額につき

ましては、企業債償還元金に充当するための減債積立金１８００万円の取り崩し、過年

度分損益勘定留保資金１９３万３２２９円、当年度分損益勘定留保資金７５３４万５４

９３円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２４６万２２１円で補てんを

したところであります。 

 事業面では、配水管布設と東九州道建設関連工事、漏水防止対策も含めた布設替工事

１２工事、工事延長１４６５．７ｍ、及び老朽化していた取水設備の改修等を実施しま

した。また、第８期拡張事業につきましては、５工事、工事延長１１９３．２ｍを実施

いたしました。今後とも、なお一層の効率的な経営に向け、企業努力をしてまいる所存

であります。 

 議案第７３号 豊前市下水道事業特別会計の決算であります。 

 まず、豊前市公共下水道事業について、平成２３年度決算は、収益的収支では、収入

３億８９９５万７５９４円に対し、支出４億７１０９万９９２３円であり、消費税を除

いた当年度純損失は８２７６万４６０円となっております。なお、営業外収入につきま

しては、当年度他会計補助金等による収益であります。 

 諸経費の節減と有収率の向上に努めましたが、支出の主な要因は、有形固定資産の減

価償却費によるものであります。 

 また、資本的収支では、収入１億７０２８万６８００円に対し、支出３億８８１万２

７３８円であり、翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額２７０万円を除き、差

引１億４１２２万５９３８円の不足が生じておりますが、この不足額につきましては、

過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７７万６９４３円、当年度分消費税及

び地方消費税資本的収支調整額１６１万８１３１円、過年度分損益勘定留保資金１億３

８８３万８６４円で補てんしたところであります。 

 事業面では、面整備による汚水管渠建設工事、管渠延長６５３．７ｍ、浄化センター

建設工事等を実施いたしました。 

 続きまして、豊前市農業集落排水施設事業について、平成２３年度決算は、収益的収

支では、収入２７００万８５９円に対し、支出３３０８万７６８８円であり、消費税を
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除いた当年度純損失は、６０８万６８２９円となっております。なお、営業外収入につ

きましては、当年度の他会計補助金による収益であります。諸経費の削減に努めました

が、支出の主な要因は、有形固定資産の減価償却費によるものであります。また資本的

収支では、収入２１９万２２４５円に対し、支出１２２７万８８９円であり、差引１０

０７万８６４４円の不足が生じておりますが、この不足額につきましては、過年度分損

益勘定留保資金１００７万８６４４円で補てんしたところであります。 

 今後とも、なお一層の効率的な経営に向け、企業努力をしてまいる所存であります。 

 議案第７４号 豊前市東部地区工業用水道事業会計の平成２３年度の決算は、収益的

収支では、収入１９４９万３１１３円に対し、支出１７９６万２５７２円であり、消費

税を除いた当年度純利益は１５３万５４２円となっております。なお営業外収入につき

ましては、業務受託収益による収益であります。また、資本的収支では、収入４１９万

２７４４円に対し、支出４１９万２７４４円であります。 

 報告第６号は、平成２３年度豊前市の財政の健全化判断比率について、地方公共団体

の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、別紙監査委員の意見を付けて

報告するものであります。健全化判断比率である実質赤字比率、連結実質赤字比率、実

質公債費比率及び将来負担比率は、いずれも国の早期健全化基準を大きく下回っており、

健全な財政状況にあると判断されました。 

 報告第７号は、平成２３年度豊前市工業用地造成事業特別会計の資金不足比率につい

て、報告第８号は、平成２３年度豊前市水道事業会計の資金不足比率について、報告第

９号は、平成２３年度豊前市下水道事業特別会計の資金不足比率について、報告第１０

号は、平成２３年度豊前市東部地区工業用水道事業会計の資金不足比率についてであり

ます。 

 各会計の資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条

第１項の規定により、別紙監査委員の意見を付けて報告するものであります。各会計に

おける資金不足比率については、資金不足を生じた会計がないため、いずれも経営健全

化基準に該当しておりません。 

 報告第１１号は、豊前市土地開発公社の平成２３年度事業及び決算並びに平成２４年

度事業計画及び予算について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により報告する

ものであります。 

 以上、提出議案の概要について、ご説明申し上げましたが、いずれの議案も市政運営

上、緊急かつ必要な案件でありますので、議員各位には、慎重にご審議の上、すみやか

にご議決下さいますよう、お願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 

以上です。 

○議長 磯永優二君 
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 以上で、議案の上程並びに提案理由の説明を終わります。 

 次に、今定例会に提案されております決算認定案件に関し、審査の概要について、監

査委員に報告を求めます。矢鳴監査委員。 

○監査委員 矢鳴 学君 

 今回、審査に付されました平成２３年度豊前市一般会計、特別会計歳入歳出決算及び

公営企業会計決算の審査の結果の報告並びに財政健全化判断比率、資金不足比率の審査

の概要について、ご報告いたします。 

 審査は、本年６月１日から８月１０日まで、榎本監査委員とともに実施をいたしまし

た。詳細につきましては、別冊監査意見書がありますので、省略をさせて頂きます。 

 はじめに、平成２３年度豊前市一般会計歳入歳出決算は、前年度と比べ、歳入におい

て１億７０７４万５０００円、歳出において１億１６０４万３０００円と、前年度に引

き続き減額決算となっております。実質収支は、一般会計では２億１６６６万５０００

円の黒字で、前年度と比べ５０７７万円の増、実質単年度収支でも２億３１９８万２０

００円の黒字で、前年度と比べ、２億６３０万６０００円の大幅な増となっております。

なお、実質収支額２億１６６６万５０００円のうち１億２０００万円は、地方自治法及

び財政調整基金条例の規定に基づきまして、積立てられております。 

 特別会計では、本年度より老人保健特別会計が廃止となり、新たに豊前市工業用地造

営事業会計が設置をされております。各特別会計の収支は、住宅新築資金等貸付事業会

計は赤字となっておりますが、その他の会計は、黒字あるいは収支が均衡しており、特

別会計を合計した実質収支は、３億１２６万９０００円の黒字で、前年度と比べると３

７２３万円の増となっております。 

 次に、一般会計のうち主なものを前年度と比べてみますと、歳入では、自主財源が前

年度より１億５８１１万３０００円の増であります。主な要因は、根幹である市税は、

本年度より固定資産税率引き下げの影響が発生し、前年度に対し９７９４万９０００円

の減となったものの、青豊分譲地売却の推進により財産収入が１億１００３万８０００

円の増、市町村振興宝くじ配分金等の諸収入が７７９３万３０００円増となったことに

よるものであります。 

 依存財源は、前年度より３億２８８５万８０００円の減額となっております。公共事

業の減により、国県支出金が１億５２８３万５０００円の減、地方交付税が６０７９万

５０００円の減、臨時財政対策債等の市債が９７２４万７０００円の減となったことが

主な要因であります。 

 歳出では、投資的経費が補助事業・単独事業等を合わせ、災害復旧費を除く普通建設

事業費が前年度より２億４７４６万５０００円と、前年度に引き続き、歳出の中で最も

大きな減額となっております。 
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 一方、義務的経費は、前年度より２億４８３３万６０００円の増となっております。

義務的経費である人件費、扶助費、公債費は、いずれも前年度を上回り、特に扶助費で

は、１億３２１９万４０００円の増で、前年度に引き続き増額となっており、今後の財

政硬直化が懸念されるところであります。また維持補修費、補助費、繰出金等において

は、前年度より７５２３万７０００円の減額となっております。 

 普通会計でみる財政指標のうち、財政構造の硬直、弾力性を判断する経営収支比率は

９２．５％で、前年度より３．４％上昇しております。その主な要因としては、経常的

支出は、前年度に対して１２１９万４０００円と微増であるものの、経常的収入が２億

６０７８万３０００円と大幅な減となったことによるものであります。歳入の減は、臨

時財政対策債を含む実質地方交付税が１億８１０４万２０００円、市税で９７９４万９

０００円の減が影響していると思われます。また歳出では、行財政改革による最も効果

の大きい職員数減も、ほぼ目標値に達し、人件費の減尐も限界にきていると思われ、今

後の推移が懸念されるところであります。 

 特別会計については、国民健康保険事業会計は、前年度単年度収支は、１億５３５０

万１０００円の赤字でありましたが、本年度は、単年度収支が３４１３万２０００円の

黒字で、翌年度への繰越金が３億１９８４万９０００円となっております。主たる要因

として、前年度精算による減額であった国の高齢者交付金が復元されたことによるもの

であります。しかしながら、繰越金が減尐しており、今後懸念されるところであります。 

 本年度の一般会計の決算は、前年度に引き続き、歳入歳出共に減額となる中、積立金

が２月補正分と合わせて２億２０００万円と、前年度に引き続き大幅な基金積立が出来

たことは、堅実な財政運営の結果として評価できるものであります。しかし、歳入面で

は、財産収入、諸収入、臨時的収入はあったものの、将来的・継続的・安定的な収入と

は見込めず、根幹である固定資産税の引き下げや経済情勢による市税の減収、臨時財政

対策債を含む実質交付税の変動等は、今後も懸念される要因を含んでおります。 

 また、歳出においても、経常的支出は前年度に対して１２１９万４０００円と微増で

あるものの、経常的収入が２億６０７８万３０００円と大幅な減となり、経常収支比率

が前年度は５．２％減であったところが、本年度は３．４％上昇の９２．５％となって

おります。財政規模が縮小ぎみの中、基金積立金を増やすなど堅実な財政運営は伺える

ものの、歳入歳出において不安要素も内包されており、住民サービスの質の確保と更な

る向上を図るために、経費節減と財政効率を高めるよう要望いたします。 

 次に、公営企業会計についてであります。収益的収支は、水道事業会計及び東部地区

工業用水道事業は黒字決算を持続しておりますが、下水道事業特別会計の公共下水道事

業及び農業集落排水施設事業は、赤字決算となっております。 

 水道事業は、前年度に対し増収増益で、市補助金が５００万円減額される中で、純利
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益は１８５６万４０００円で、前年度より２７６万１０００円の増となっております。

しかしながら、本年度は、資本的収支の不足を補うため、補てん財源不足により減債積

立金を１８００万円取り崩しており、実質的純利益は５６万４０００円となります。 

また補てん財源も年々減尐し、本年度の残は１０万円を割り込み、今後の資本的投資の

あり方が懸念されるところであります。 

 下水道事業特別会計の２事業は、いずれも赤字決算で、年々累積赤字額は増えており

ます。営業収益も事業収益に占める割合が公共下水道事業は３３．７％、農業集落排水

事業は２２．０％と極端に低く、一般会計からの補助金で流動資産に不足を生じないよ

う補てんされる状況が続くものと考えられます。 

 また、公共下水道事業の建設改良費の執行率は、４７．６％と２分の１以下となって

おります。補正予算での減額措置が必要ではないかと考えます。 

 東部地区工業用水道事業の純利益は、１５３万１０００円で、前年度と比べて１４３

万６０００円、４８．４％の減と、前年度に引き続き大幅な減額となっております。し

かし企業の留保資金を５８５８万円相当有しており、経営は安定していると考えられま

す。 

 最後に、審査に付されました健全化判断比率、資金不足比率の概要について、ご報告

いたします。 

 審査に付されました健全化判断比率のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比率につき

ましては、ともに赤字額がなく、具体的な数値は表示をしておりません。実質公債費比

率、将来負担比率は、いずれも前年度より改善しており、４指標ともに堅実な財政運営

の成果が伺えます。また公営企業会計等の資金不足比率につきましては、いずれの会計

も資金不足を生じていないことを報告して終わります。以上です。 

○議長 磯永優二君 

 これをもって監査委員の報告を終わります。 

 以上で本日の日程は、全て終了いたしました。 

 なお、一般質問は、今月の１０日及び１１日の２日間を予定しております。なお議案

に対する質疑は、一般質問２日目に行います。一般質問並びに議案に対する質疑のある

方は、本日午後５時までに発言通告書の提出をお願いいたします。発言の順序は、通告

書提出の順番といたします。 

 それでは、本日は、これをもって散会いたしますが、終了後、議員全員協議会を開催

いたしますので、関係者は、第１委員会室にお集まり下さい。 

 お疲れ様でした。 

散会 １０時５０分 


